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■これまでの経過 及び 今後の予定
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■箕面市における支援教育の課題と原因

ḱ צּ ︡ḭ Ḭ

Ḭ ṇ נּ

Ḭ ︣ צּ

Ḭ

ḱṡ ︢ךּ ︣

Ḭ Ṣ ṇ

Ḭ אל 合理的配慮が不十分

ḱṡ Ṣ ḭ שּ

Ḭ לּ ךּ ḭ

Ḭ וֹףּ 共通理解にずれがある

ḱ ךּ

Ḭ צּ אל ףּ ￼ḭ個に応じた教

 育課程が実施されていない ṇ טּצּ

ḱ צּ ḭṡ

Ḭ ︣ Ṣֿכ ︡ ךּ ṇ צּ ךּ

ṇ ṇ ︡ḭ ḭנּ
︣ קּ ךּ ︡

検討すべき課題を、「①学びの場の充実」、「②教職員の在り方」、「③保幼小中における連続
性」、「④人権意識と障害理解」の項目に分類し、箕面市支援教育充実検討委員会へ諮問した。



Ḭ

Ḭ

ḬḬ

Ḭ   

Ḭ   

Ḭ   

      

Ḭ   

Ḭ

Ḭ

ṕ לּ וֹ Ṗ

Ḭ

ṕ אל Ṗ

■「箕面市支援教育充実検討委員会」の構成メンバー

ể ￼

学識経験者、学校関係者、保護者を交え、
今後の箕面市の支援教育の在り方について議論

Ḭ

Ḭ

Ḭ

Ḭ

Ḭ
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ḬḬ○第１回(R4/4/28開催) 諮問 / 有識者より課題認識等の情報共有 

ḬḬ○第２回(R4/5/30開催) 学びの場の充実①
ḬḬḬḬểḰ
ḬḬḬḬỄḰ ḭ ḭ
ḬḬḬḬễḰ שּ
ḬḬḬḬỆḰ ICT Ḭ

ḬḬ○第３回(R4/6/27開催) 学びの場の充実②
ḬḬḬḬểḰ  / 

ḬḬ○第４回(R4/7/25開催) 学びの場の充実③ / 教職員の在り方
ḬḬḬḬểḰ ḭ
ḬḬḬḬỄḰ ṇ שּ
ḬḬḬḬễḰ
ḬḬḬḬỆḰ ṇ ṇ ṇ

ḬḬ○第５回(R4/8/23開催) これまでの議論の確認及び再検討

  ○第６回(R4/9/12開催) 保幼小中の連続性 / 人権意識と障害理解
ḬḬḬḬểḰ
ḬḬḬḬỄḰ  ḬḬḬḬ

   ○第７回(R4/10/4開催) 答申素案(概要)
ḬḬḬḬểḰ Ḭ ( ) ךּ
ḬḬḬḬỄḰ ךּ

■「箕面市支援教育充実検討委員会」で審議した内容
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■小中学校内における通常学級、通級指導教室、支援学級の違い（文部科学省：特別支援教育の現状）

ễệ ṌỆỂ
ể ṌỊ ḭ

ḭשּ
ḭ

Ḭ ḭ ḭ טּ

צּ ︡ ףּ ḭ個々の障害に配

慮しつつ通常の教育課程に基づく指導を行うḮḬ

Ḭ ḭףּ ḭ וֹףּ ḭ ḭ

ḭ

טּצּ 6.5Ṿ

ךּ Ḯ

Ḭ ḭ ךּףּ ︣

טּ ︡ḭ障害による学習上又は生

活上の困難を克服するために設置されるḮ

ṟ Ṡ

Ḭ ḭ ḭ Ḭ

Ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

Ḭ ḱ ḬḬẑ פֿ

ḭ ḭ ךּףּ ḭ通常学級に在籍し、通常学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を別室で行う

指導形態Ḯ週当たりに換算すると、1 単位時間から8 単位時間程度 Ḯ

β
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■小中学校内における通級指導教室、支援学級の違い（大阪府：自立活動ハンドブック（小学校版））

נּ

ḭ נּ

ךּ ḭ

כֿ ḭ

נּ ḭ נּ

ṟ Ṡ
ḭ לּ ṡ Ṣ

ṇ ︢ ḭ ḭ ṡ Ṣ ︡

︣ כֿ

ẉ ṕ Ṗ נּ

ẉ ḱ ךּ

ẉ

ẉ

ẉ ︢
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■小中学校内における在籍の場

通常学級 通級指導教室 支援学級

■支援学級在籍の児童生徒の学びの場

通常学級 支援学級

通常学級支援学級

שּקּ וֹ ḭṡ Ṣ ṡ Ṣ Ễ טּצּ ḭ
ṡ Ṣ 利用するֿכ צּ טּ Ḯ

ḭ ṡ Ṣ ḭ ṡ Ṣ ṇ צּ Ḯךּ

ḭ ṡ Ṣ ḭ ṡ Ṣ ṇ צּ Ḯךּ
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○大阪府の「ともに学び、ともに育つ」教育 
 （大阪府：「ともに学び、ともに育つ」支援教育のさらなる充実に向けて）

ḬḬ障がいのある子どもと周りの子どもたちが、集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認め合

 いながら、自尊感情を高め、互いを大切にする態度を育む取組み טּ ḭ

Ḭ ︡ צּ ḭ נּ ךּ צּ ḭ קּ קּ קּ ︠︣

Ḭ טּ ḭ Ḯ

○「特別支援教育」「特別支援学級」について

Ḭḱ ￼ḭ︣ צּ פּ קּ ḭ צּ

Ḭḱ ḭ

ḬҜ ṡ Ṣ לּךּ ḭṡ支援教育Ṣṡ支援学級Ṣשּ לּ ︡ ךּ

■大阪府の「ともに学び、ともに育つ」教育について 
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大阪府

一部の時間のみ
支援学級へ

週1~8H
通級に通う

通常学級 שּ ︣פֿ

 大阪府以外

一部の時間のみ
「交流及び共同学習」

週1~8H
通級に通う

支援学級 שּ ︣פֿ

■通常学級／支援学級／通級指導教室のイメージḬ

β ḭ ṡ Ṣ לּךּ
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 基本的に、支援学級在籍の児童生徒も、通常学級の教室で、ともに学ぶ形式。
 一部の時間、必要に応じて、支援学級の教室で、特別の教育課程に基づく学習や
自立活動を行うことが多い。

β לּ ṇ טּ

■通常学級／支援学級／通級指導教室のイメージḬ

大阪府
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 大阪府以外の市町村では、支援学級在籍の児童生徒は、通常学級の教室とは別の
支援学級の教室で多くの時間を過ごす。
 一部の時間のみ「交流及び共同学習」として通常学級の教室で学ぶ形式が多い。

■通常学級／支援学級／通級指導教室のイメージḬ

 大阪府以外
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■自立活動の指導（文部科学省：特別支援学校学習指導要領・学習指導要領解説）Ḭ

Ḭ Ṅ צּ ︡ḭ障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服しよう
とする取組を促す教育活動 טּ Ḯ

Ḭ自立活動は、ṡ ︡ ︣ Ṣ ṡ
ḱ ︣ Ṣ אל ḭ６つの区分と27の項目に整理אל ךּ ḮḬ

区分 項目

︡ḭ לּ ḱ ︡

ṇ ︡ ︣ ︣ ḭ
ḱ ︣ ḭ אל שּ

ḭ ︡ḭ לּ

︡ḭ פּ ︡ ḭ ︡ ḭ
︡ ︡ ḭ ︡ḭ קּ לּ ︣

קּ ︡ḭ צּקּ קּ לּ ︣

ṇ ︢ ḭ ṇ כֿלּ צּ קּ לּ ︣

■自立活動の内容（６区分２７項目：概要版）
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■土台としての自立活動

①健康の保持

②心理的な安定

③人間関係の形成

④環境の把握

⑤身体の動き

⑥コミュニケーション

自立活動を行うことで、苦手な部分を補っていく

本人の持っている力

＜自立活動の例＞
Ḭḱ Ṅ ṡ פּ ḴṢ
ḬḬ נּ ṕ Ṗ
Ḭ
Ḭḱ ךּ︡ ḭ טּצּ וֹ ḭ טּ שּ Ḭ
ḬḬ ︡ ︡ ︡ לּ ︡ḭṡ אל לּךּלּ Ṣפּ
ḬḬ ︡ḭ ḭ נּ ṕ ṇ Ṗ



箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■箕面市の小・中学校の通級指導教室に通う児童生徒数

 4 5 1

学校名
児童生徒
在籍数

一人の教員が担当す
る児童生徒数

   

箕面小 556 13人 13 0 Ḭ Ḭ
止々呂美小 776 25人 25 0 Ḭ Ḭ

南小 561 14人 14 0 Ḭ Ḭ
西小 870 19人 15 4 Ḭ
東小 426 20人 16 4 Ḭ

萱野東小 751 14人 14 0 Ḭ Ḭ
豊川北小 513 25人 22 3 Ḭ

中小 652 20人 17 3 Ḭ
豊川南小 816 18人 18 0 Ḭ Ḭ
萱野北小 205 23人 20 3 Ḭ

彩都の丘小 1,155 21人 18 3 Ḭ
小学校計 7,281 212人 192 20 Ḭ

一中 616 13人 5 8

二中 385 14人 8 6 Ṅ
六中 449 13人 10 3

中学校計 1,450 40人 23 17 Ḭ
小中合計 8,731 252人 215 37 Ḭ

解決策

課題

現状

צּ אל ףּ
￼ḭ צּ ךּ

ể טּ ︣
צּ ךּ ḭ

ṇ ︢ צּ
נּ ךּ טּ

ḱ通級を全校に設置し、学びの場の
 選択肢を増やす
ḱ利用者が多い学校については、
 複数名の教員配置を検討

■通級指導教室の活用 / 全校設置

 答申素案：【通級指導教室を全校に設置し、学びの場の選択肢を増やすべき】

      【通級の利用者が多い学校については、複数名の教員配置を検討すべき】
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■LITALICO教育ソフト（個別の学びシステム）

 答申素案：【経験の浅い教員でも、自立活動が実施できるよう、実態に即した個別の指導

       計画、支援計画を作成することができるシステムを導入すべき】

ḱ
Ḭ ḭ ךּ צּ
ḱ צּ צּ ︡
Ḭ ךּ 、ḭ経験の浅い教員はצּ
 知識不足により適切な自立活動
 を実施することが困難

ḱ ︡ Ḭ
Ḭ ḭ צּ קּ ḭḬ
Ḭ従来の計画より活用し易くなる
ḱ ︣ ḬḬ
Ḭּצ ךּ ךּ ḭ経験の浅 
 い教員でも自立活動が実施でき
 支援の質が担保できる

ḱ צּ ︡ ṇ Ḭ
Ḭ ỌỔ ︡ḭ
Ḭ 必要な支援の洗い出し
ḱ ךּ ỌỔ
Ḭ 実態に即した個別の指
 導計画、支援計画を作成
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■「(仮称)学びの充実サポーター」について

 答申素案：【全ての支援教育介助員を、｢(仮称)学びの充実サポーター｣に移行し､校内で

       サポートを必要とする児童生徒の支援を行うべき】

Ḭ ︡ ḭṡ Ṣ פּ ṡ Ṣ
︡ḭṡ Ṣ ︣ צּ ︣ Ḯ

β ︡ ךּ ךּ

כֿ ṡ Ṣ 支援学級在籍の児童生徒のみを支援︡ ךּ ḭצּ
ṡ( ) ṇ ṇṢ ︡ḭ

支援学級在籍に関わらず、校内でサポートが必要な児童生徒をサポート︡ Ḯשּךּ

通常学級 通級指導教室 支援学級

通常学級 支援学級     通級指導教室

通級の全校設置や
学びの場の再検討結果

ṇ

ḭ

︣ כֿ צּ
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■支援教育コーディネーターの専門性向上について

 答申素案：【支援教育コーディネーターの専任化または、担当の児童生徒数を減らすべき】

      【特別支援学校教諭免許の取得をサポートし、支援教育コーディネーターの  

       専門性の向上させるべき】

ṇ ṇ ṇ

ṇ ṇ ṇ ︣

支援コーディネーターの現状

解決策

ṇ ︣ כֿ ḭ
支援教育コーディネーターの専門性の向上
β Ḳ  ểỂ%ḭ  Ệ%

נּ
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■教職員の研修／専門家による授業指導について

 答申素案：【通常学級担任を含め、全教職員に向けた支援教育に関する研修を積極的、継続 

       的に実施すべき】

      【通常学級の授業者の指導力向上のため、専門家による授業指導を実施すべき】

Ḭ
︣

צּ וֹ
אל ךּ ḭצּ

וֹ אל
ךּ כֿךּ צּ ךּ

Ḭ ḭ
ḭצּ ḭ
ṕ

Ṗ
︣ טּ ḭ

ךּ ḭ

צּ

ḱ通常学級担任を含め、
 全教職員に向けた支援
 教育に関する研修を、
 積極的、継続的に実施
 する
ḱ通常学級の授業者の指
Ḭ導力向上のため、専門
Ḭ家による授業指導を実
Ḭ施する
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■保幼小中における連続性

 答申素案：【校区連携を強化し、小学校と中学校が、それぞれで実施している支援の実態 

       を把握することができる機会を確保すべき】      

保育所・幼稚園
認定こども園

小学校 中学校

෮


קּ רּ ḭ
ךּ ḭצּ

︢
צּ

ךּ ךּ טּצּ

ḭ2ḭ3
ṡ לּ Ṣ ︡ḭ

קּ רּ קּ ךּ
צּ ︣

ṡ ḱ
ṇṢ ︡ḭ ḭ

￼ḭ︣
︡

ḭ קּ רּ
ḭ

︣

צּ
︡ ףּ ḭ
קּ רּ ḭ

צּ קּ︡
ךּ ךּ

נּ
טּצּ

︡ḭ
ḭצּ ︡ ךּ

︣ כֿ צּ קּ
︣

טּ ︣
ḭ

לּ
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箕面市支援教育充実検討委員会の検討事項について

■人権意識と障害理解 

 答申素案：【全ての教職員の人権意識の向上のために、障害理解を含む人権に係る研修を

       より一層充実させるべき】    

      【教職員だけでなく児童生徒も主体的に考えられるような機会を確保すべき】

Ḭ
ḭ障害理解を含む人権に係る研修

をより一層充実させる

Ḭ ṇ שּךּ
כֿ ךּ וֹ

児童生徒も主体的に考えられるשּ
ような機会を確保︣

人権
意識

障害
理解

研修の実施

解決策

Ḭṡ Ṣ
ךּ ḭ ︣ ḭ研修を
継続していく必要ּטּצ

課題

שּ ṇ
︣ טּצּ

ḭצּ צּ ךּ ךּ
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箕面市支援教育充実検討委員会の審議状況について

■支援教育専門員の配置について

充実検討委員会からの提案

(仮称)支援教育専門員

巡回する

 支援教育の充実に向けて各校を巡回し、学校の困りごとなどに対応する
「(仮称)支援教育専門員」の配置を検討する

支援教育に係る学校の困りごと
などに対応する

《対応例》
・授業への助言、サポートを行う
・児童生徒への関わり方を
 ともに考える
・校内支援委員会への参加

教育委員会 市内の各小中学校

(仮称)支援教育専門員が巡回することで、



・支援学級在籍の児童生徒数が急増し、個別最適な学びの場の確保が困難
・「箕面市立中学校生徒のいじめ申立に関する調査報告書」にてインクルーシブ教育に必要とされる合理的配慮が不十分との指摘
ṥ Ṧ
ḱṡ Ṣ ḭ שּ לּ ךּ ḭ וֹףּ ￼ טּצּ
ḱ ךּ צּ אל ףּ ￼ḭ ︢ צּ אל ךּ ךּ ṇ טּצּ
ḱ צּ ḭṡ ︣ Ṣֿכ ︡ ךּ ṇ צּ ךּ
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23

ḱ ︡ḭ
Ḭ קּ רּ ךּ ︣
ḱ ︡ḭ
Ḭּצḭ ︡ ךּ
Ḭ ︣ כֿ צּ קּ
Ḭ ︣
ḱ פּ וֹףּ
Ḭ נּ ḭ
Ḭ שּךּ
ḱ טּ ︣
Ḭ ḭ
Ḭ לּ
ḱ ḭ2ḭ3
Ḭ ṡ לּ Ṣ ︡ḭ
Ḭ קּ רּ קּ ךּ
Ḭ צּ ︣
Ḭ ︣

ḱ
Ḭ ḭ Ḭ
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Ḭ ḭוֹ צּ ︡ Ḭ
Ḭ כֿ︣פֿ קּ שּ
Ḭּכֿל צּ
ḱ צּ
Ḭ ḭ︣ צּ
Ḭ קּ צּ קּ לּ
Ḭ נּ שּ ḭ
Ḭ ︡ כֿלּ צּ
ḱ ṇ שּ Ḭךּ
Ḭּש כֿ ךּ Ḭ
Ḭ וֹ שּ Ḭנּ
Ḭ לּ ︣

Ḭ
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ḬḬ ṇ ךּףּ ḭ טּ ךּ צּ ︢

Ḭ כֿ ︣ ḭ ṇ נּ קּ ḭלּ

Ḭ ︣ כֿ צּ טּ ḭṡ Ṣ ךּ

Ḭ ︣ כֿ טּ ḮḬḬ

Ṍ Ṍ

Ḭḱ 支援学級において特別の教育課程を編成しているにもかかわらず、自立活動の時間が設けられていない

Ḭḱ Ṅ ￼נּ ḭ  自立活動に加えて算数（数学）や国語の指導のみを

  行い、それ以外は通常の学級で学ぶといった、機械的かつ画一的な教育課程の編成が行われている

Ḭḱṡ Ṣḭṡ Ṣḭṡ Ṣ ךּ טּצּ ḭ通級による指導が十分に活用で

  きていない

Ṍ Ṍ

ḬḬ 支援学級に在籍している児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる場

 合には、学びの場の変更を検討すべき טּ כֿ Ḯ ךּ נּ ḭ 支援学級に在籍している児童生徒につ 

 いては、原則として週の授業時数の半分以上を目安として 支援学級において児童生徒の一人一人の障害の

 状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うことḮ

ḬḬ ︡ḭ נּ ḭ פּ ︡ ךּ ךּ

Ḭ ḭ ︡ ךּ ḭ当該児童生徒にとっての教育上の必要性がある場合

 においては、この限りではないことḮ

《参考》文部科学省：特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）R4.4.27



H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

1.78% 2.11% 2.64% 3.11% 3.58% 3.91% 3.59% 4.10% 4.90% 6.14%

2.11% 2.23% 2.48% 2.79% 3.16% 3.52% 3.96% 4.42% 4.90% 5.48%

1.54% 1.65% 1.79% 1.93% 2.08% 2.22% 2.40% 2.61% 2.84% 3.10%
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

3.35% 3.54% 3.87% 4.23% 4.84% 5.59% 6.44% 6.51% 7.21% 7.61%

2.89% 3.15% 3.51% 3.90% 4.33% 4.92% 5.49% 6.10% 6.69% 7.22%

1.71% 1.84% 1.99% 2.17% 2.39% 2.64% 2.91% 3.19% 3.50% 3.80%
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7.00%
8.00%

《参考》箕面市/大阪府/全国の全児童生徒に占める支援在籍の割合（H24～R3）

小学校

中学校
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《参考》全国において通級による指導を受けている児童生徒数の推移《H５～R元》（文部科学省）



≪H24年度とR4年度を比較≫ ≪箕面市の学校数≫

8 ṕH24 ︡ 366%Ṗ 11 / 14 ṕ Ḳ 78ṾṖ

2 ṕH24 ︡ 300%Ṗ 3 / 8 ṕ Ḳ 37ṾṖ

≪R4年度の設置校≫

≪未設置校≫

  ṕ11 ṖḲ ḭ Ṅ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

  ṕ3 ṖḲ ḭ ḭ

  ṕ3 ṖḲ ḭ ḭ

  ṕ5 ṖḲ Ṅ ḭ ḭ ḭ ḭ

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

3 4 4 4 4 5 7 8 9 9 11

1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
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4 4 4 4
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Ḳṕ Ṗ
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《参考》箕面市の通級設置数（全学級・発達障害のみ）《H24～R4》

■通級指導教室の設置基準
   ︣ ḭקּ ḭ 13 ể
Ḭ צּ אל
Ḭβ 8 צּ אל ḭ אל ךּ  ךּ


